
平成２９年度 松浪地区まちぢから協議会 研修会  
次 第 

 
日時 平成２９年５月２４日（水）午前９時３０分より 
場所 松浪コミュニティセンター       

（進行 松浪地区まちぢから協議会 副会長 小野江 達人） 
 

１ 開会（植松会長） 
 
 
２ 研修会 
（１）まちぢから協議会について 
 
 
（２）特定事業助成金について 
 
 
（３）その他 
 
 
３ その他 
 
 
４ 閉 会（前田副会長） 



私たちの地域をより良くする自由な話し合いの場 

茅ヶ崎市市民自治推進課 

新たな地域コミュニティ 

 ｢まちぢから協議会｣ 

平成２８年４月から 
条例による取り組みがスタートしました！ 



1.取り組みを進める背景 
 

2.新たな地域コミュニティの取り組み 
 

3.各地区で行われた取り組み 
 

4.茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例 

 
 

本日ご説明させていただく内容 
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１.取り組みを進める背景 

 ●社会経済状況の変化、少子高齢化 

 

 ●地域への帰属意識の低下 

 

 ●地域課題の多様化 
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4 4 

茅ヶ崎市の人口推移及び増加率 
     （平成22年国勢調査） 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/index.html
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茅ヶ崎市の将来人口の推移 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/index.html
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茅ヶ崎市の人口構成比 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/index.html


自治会の状況 

✦単位自治会 
 136自治会 

【市から自治会への依頼事項】 

◆広報紙等の配布、回覧 

◆行政との連絡調整 

◆各種委員の推薦 

◆募金運動への協力 

自治会の状況 
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http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/index.html


自治会加入率の推移 

98.17  

77.55 
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(平成27年4月) 
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茅ヶ崎市内の自治会加入率の推移 

77.55％ 

《 市内全体の自治会加入率 》 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/index.html


地域課題の多様化 

地域だけ、行政だけでは 対応が難しい課題が増加 
9 

＃ 自然災害 

＃ 道路・交通安全 

＃ 環境保全・景観 

＃ 地域犯罪 ＃ 子育て、通学路、就学援助児童 

＃ 一人暮らし高齢世帯（見守り） 

＃ 生活保護、貧困 

＃ 孤独死、空き家 など  

～ より多くの住民に 

    関わるもの ～  

～ 特定の対象者に 

   関わるもの ～  

http://3.bp.blogspot.com/-s4NUqHB7bdw/VdLr5EkASbI/AAAAAAAAwzk/JhD_UqgPpL4/s800/saigai_hinan_kunren_pet.png
http://3.bp.blogspot.com/-1eWVEKfixZQ/VEETOABMZvI/AAAAAAAAobk/oBrup4MInEM/s800/tenki_boufuu.png


●今までは自治会が地域の担い手となっていた 
 

・高い加入率（地域での代表性が高い） 
 

・防災、ゴミ問題、広報配布など地域に密着した取り組み 
 

・夏祭り、運動会、どんど焼きなどを催して親睦を深める 

       

      加入率の低下 ・ 役員の高齢化 ・ 担い手の不足 

 

      多様化する地域のさまざまな課題への対応が難しくなる 

10 

２.新たな地域コミュニティの取り組み 

各団体がそれぞれ
課題に対応する 

10 

一体となって取り組む必要がある 
さまざまな分野、世代の力を合わせて 

「地域の力」を発揮！ 
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 ●まちぢから協議会とは？「協議の場」 
  各自治会を中心に地域内の各種団体や市民が参加する 
  地域内の各種団体や個人が参加・地域全体の話し合い 

まちぢから協議会の目的 

参画メンバー 
・自治会 
・地区社会福祉協議会 
・民生委員児童委員協議会 
・青少年育成推進協議会 
・PTA、保護者会 
・体育振興会 
・防災リーダー ほか     
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顔の見える関係づくり 
団体相互の連携 

情報の共有 
地域ニーズの把握 

地域の 
人材発掘 



要援護
者対策 

子ども
見守り 

ゴミ・ 
通学路 

健康 
増進 

地域担当職員 

関係機関 

会議に出席 

調整 

まちぢから協議会の状況 
市内1３の区域のうち1２地区で協議会を設立していただいている。 
                    （平成2９年４月末現在） 

これは行政に 
  依頼しよう 

お互いできる範囲で
協力し合おう 
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まちぢから協議会と各種団体の関係 

自治会 

地区社協 

PTA・ 
保護者会 

民児協 

体育 

振興会 

青少年 

推進協 

様々な団体 

まちぢから 
協議会 

●まちぢから協議会の中で 
 各種団体は対等な関係 
 
●共通する地域課題を共有し、   
 協力して取り組む 
 
●まちぢから協議会は、地域 
 におけるコーディネート機 
 能を有する発信地としての 
 役割を担う 

個人 



３.各地区で行われた取り組み 

 
●地域について話し合   
 いを行う前に、現状 
 を知ることが重要と  
 の意見から実施 
 
●地域の再発見、 
 興味・関心の芽生え 
 
 

＊ まち歩き 
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３.各地区で行われた取り組み 

 
●地域集会施設にいつでも住民からの 
 意見を受け付けられるように設置 
 
●寄せられた意見は、運営委員会で取 
 り扱いを協議し、行政との意見交換 
 会で要望等を行う 
 

＊ まちづくり提案箱 
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３.各地区で行われた取り組み 

 
●従来参加の少なかった若者層の参加を 
 促すための方法を検討 
 
●子どもを主役にすることでファミリー 
 層（若者）の参画が得られた 
 

＊ 防災訓練 
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３.各地区で行われた取り組み 

＊ アンケート 
 
●地域住民を対象に 
 地域課題や地域の 
 将来像に関するアン 
 ケートを実施 
 
●アンケート結果は、  
 協議会活動の基礎資 
 料として活用 
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４.茅ヶ崎市地域コミュニティの 
認定等に関する条例 

 地域において公益（不特定かつ多数の人たちの利益）の増進のために活動
するコミュニティの認定に関する事項や、コミュニティによる地域での活動
を促進するために必要な事項を定め、地域社会の健全な発展に寄与すること
を目的としています。 

【条例の概要】 

 ①認定（第２条関連） 
  一定の基準を満たすコミュニティを、市長が認定をします。 

 ②支援（第４条関連） 
  市長は、認定を受けたコミュニティを対象とし、地域で公益を増進する  

  ための活動に対して、助成金を交付するなど必要な支援をします。 

 ③審議会への諮問（第８条関連） 
  市長は、認定の申請に対する処分をする場合等は、茅ヶ崎市地域コミュ 
  ニティ審議会に諮問します。 
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４.茅ヶ崎市地域コミュニティの 
認定等に関する条例 

①市長の認定を受けるための基準 

 ・区域    → 条例施行後に市長が告示 

 ・構成（自治会）→ 区域内の全自治会の参画 

 ・構成（団体） → 地域福祉、スポーツ、青少年育成の       

          団体の参画 

 ・公募の委員の参加 → 意思決定機関への参加 

 ・個人の参加 → 活動の一環に誰もが参加できること 

 ・民主的   → 民主的な運営 

 ・規約    → 目的、名称等必要事項を規約に規定 

 ・活動内容  → 営利目的等の事業を行わないことなど 
19 



４.茅ヶ崎市地域コミュニティの 
認定等に関する条例 

②市の支援の内容 

 ・財政的支援 →運営費の補助 
        →事業提案及び実施に対する補助 
           ＊地域の課題解決を図るもの 
           ＊地域の連携強化を図るもの 
           ＊地域住民の意見・ニーズを把握するもの 
           ＊地域情報を発信し、共有を図るもの 

 

 ・その他の支援 →地域担当職員を配置して 
          助言や情報提供等を実施。 
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４.茅ヶ崎市地域コミュニティの 
認定等に関する条例 

③審議会への諮問 

 ・茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会所掌事項 
 

(１) 認定コミュニティによる公益を増進するための活動 

 及びこれに対する支援に関する事項につき市長の諮問 

 に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は建議す 

 ること。 
 

(２)  茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例 

 の規定による認定及び認定の取消しにつき市長の諮問 

 に応じて調査審議し、その結果を答申すること。 
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市 長 

審議会 

諮問 答申 



事業の実施を通じた 
地域力の向上 

 
 
 
 
 
 
 

新たな地域コミュニティの取り組みの
これまでとこれから 

協議の場を通じた 
コミュニティの基盤づくり 

 
 
 
 
 
 
 

地域課題について協議 
地域に必要な事業の実施 

◆課題解決の提案・実施 
◆市への要望 
◆事業実施のノウハウの向上 

協議の場(まちぢから協議会)設立 

◆顔の見える関係づくり 
◆団体・住民相互の連携 
◆地域の情報・課題の共有 
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